
 

橋本市告示第 36 号 

 

 

　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 152 条第 1項及び橋本市長の職務代

理者の設置の関する規程（令和 7年橋本市訓令第 10 号）第 3条の規定により、

橋本市長の職務を代理する者及びその期間を次のとおり告示する。 

 

 

　　令和 8年 2月 13 日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　橋本市長　平木　哲朗 

 

記 

 

１　職務代理者の職氏名　 

　橋本市副市長　小原　秀紀　　　 

 

２　設置期間　　 

令和 8年 3月 13 日から令和 8年 3月 24 日 

 

３　設置理由　　 

任期満了に伴う市長選挙執行のため 

 


